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はじめに：児童発達支援センターの位置づけ

 ① 「障害の重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能の
強化」を図った上で、 ② 「地域における中核的な支援施設」
として、一般の「事業所と密接な連携」を図るものとされてい
る（厚労省「障害児通所支援の在り方に関する検討会」第１回(R3.6.14)資料4）。

 児童福祉法第 21 条の５の 17 第２項の規定において、指定障
害児事業者 等は、その提供する障害児通所支援の質の評価を
行うことその他の措置を 講ずることにより、障害児通所支援
の質の向上に努めなければならないと されている（厚労省「児童発

達支援ガイドライン」P39） 。



質の向上に向けた取り組みの3要素

①業務のマニュアル化・システム化

②人材育成

③現場におけるケースに応じた様々な取り組み



業務のマニュアル化

 業務マニュアル・療育マニュアル
（センター版）・療育マニュアル
（個別指導版）を作成し、それに
基づく管理・業務遂行。

 マニュアルは写真やイラスト、図
表等、視覚的に受け入れられやす
い作りにし、使用の徹底。



業務のシステム化

 療育相談の助言のデータベース化

 支援計画類の書式の工夫

 通所支援計画の

サンプル蓄積



人材育成：多層指導システム
・ビデオフィードバック

 多層指導システム：

 ビデオフィードバック：療育場面を動画撮影し、振り返り
ながら技術指導（応用行動分析学［ABA］の原則に従い、
例えば「スタッフの良い行動を指摘して褒める」「要改善
点は具体的な対案を提示する」等）



現場におけるケースに応じた様々な取り組み
①視覚支援・構造化

玄関

各クラス

共用エリア



現場におけるケースに応じた様々な取り組み
②感覚/ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ/社会性発達支援・家族支援

感覚／コミュニケーション／社会性発達支援 家族支援

各クラス相談は随時受付
（担当または児発管が対応）
R２年度：６件
R３年度：４６件
R４年度：半年で１６件



今後の課題

 拠点施設としての役割確立ためには、

①受け入れケース数についての検討

②本来の療育業務以外の業務（例えば、コロナ対応）の軽減の検討

③関係機関に「拠点施設」と認識して頂くための工夫の検討

が必要かもしれない。


